
 

  

議案第９号 

 

愛西市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

 

 愛西市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１７年愛西市条例第４０号）の一部を改正する条例を別紙のように定める

ものとする。 

 

平成２７年２月２６日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、重複給付の禁止項目及び地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の改正に伴い、教育委員会委員長の報酬額の規定を削除す

る必要があるからである。 



 
 

  

愛西市条例第９号 

 

愛西市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 

 

愛西市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１７年愛西市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条から第７条までを１条ずつ繰

り上げる。 

別表中 

「 
 

教育委員会 

 委員長 

 委員 

 

月額 ５０，０００円 

月額 ４０，０００円 
」

を 

「 
 

教育委員会 

 委員 

 

月額 ４０，０００円 
」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条の規定によりなお従前の例により在職す

るものとされる教育長が在職する間については、改正後の別表の規定は、

適用しない。 


